
（別紙１）

上 中 下 上 中 下

調査票による調査
（郵送回答・調査員回収）

訴求内容
（詳細は別紙２参照）

令和７年国勢調査スケジュール

９月 10月

オンライン（インターネット）調査

調査書類

配布期間

（9/20～

9/30）
・インターネッ

ト回答依頼書

・調査票　等

オンライン回答期間

（9/20～10/8）

国勢調査の告知

（9/1～10/８）

国勢調査実施の周知・回答促進

（9/16～10/８）

郵送回答及

び調査員

回収期間

（10/1～

10/8）

国勢調査の基準日（10/１）



国勢調査の訴求内容 （別紙２）

別紙１「令和７年国勢調査スケジュール」や仕様書を参考に、その時期や訴求対象に応じた広報を行うこと。

項目 期間 訴求内容

全期間共通
令和７年９月１日～
令和７年10月8日まで

【重点】県民が広報を通じて、国勢調査の意義や役割、重要性を理解し、容易に調査協力が得られる。

ア　調査の実施・対象者
　・　調査を10月１日基準で実施すること。
　・　日本に住むすべての人が対象であること。
イ　調査の必要性
　　調査の意義・役割、調査の内容（調査項目）、結果の利用
　・　日本に住んでいるすべての人と世帯の実態を調べる、国で最も基本的で重要な調査
　・　衆議院議員の小選挙区の改定基準における法定人口としての利用、地方交付税の配分額算定への利
　　用、少子化対策（保育所、学童クラブ等の整備等）・防災等の各種行政施策、民間企業や研究機関で 
    も広く利用され、国民生活に役立てられている。

ウ　調査の方法
　　総務省統計局（以下、「統計局」という。）が、都道府県、市区町村、国勢調査員を通じて調査
　を行い、調査世帯はインターネット・郵送等で回答すること。
エ　実施根拠
　　統計法に国勢調査の定期的な実施が定められ、これに基づき統計局が実施すること。
オ　個人情報の保護
　　安心して回答できるための仕組み
カ　報告義務
　・　日本に住むすべての人には、調査票への記入及び提出の義務があること。（統計法第13号）
　・　国勢調査は公的統計制度で基幹統計調査と位置付けられており、個人情報保護法の適応外であ
　　ることから、調査が免除されるものではない。
キ　報告の必要性
　　精度の高いデータが得られないと、国民生活に支障を来たすこと。
ク　守秘義務
　　国勢調査員を始めとする調査関係者は調査上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはいけない
　「守秘義務」が課されているとともに、国勢調査で回答した内容は、統計作成の目的以外に利用しな
　いこと。
ケ　かたり調査への注意喚起

国勢調査実施の周知・回答促進期間
令和７年９月16日～
令和７年10月8日まで

ア　国勢調査の開始
　・９月20日より国勢調査が開始
　・日本に住むすべての人が対象
イ　調査書類の配布開始
　・９月20日から30日までに、国勢調査員が世帯を訪問し、調査の趣旨説明とインターネット回答依頼
　　書と調査票等の調査書類を配布すること。（一部、ポスティング有）
ウ　インターネット回答の推進（安心・簡単・便利）
　・パソコン・タブレット・スマートフォンで回答できる。
　・９月20日から10月８日まで回答ができ、24時間いつでも回答ができる。
　・インターネット回答依頼書に印字されているQRコードを読み取れば、ログインID・アクセスキーが
　　自動入力されるため、すぐに回答が開始できる。
　・回答内容は厳重なセキュリティによって管理されている。
　・記入漏れ等が自動チェックされるため、より正確な結果集計につながる。
エ　国勢調査の回答のお願い
　  国勢調査は少子化対策や防災等の各種行政施策等に活用される。正確な統計とするためにも、
　県民の回答の協力が必要
　　※国勢調査は次の理由により、個人情報保護法の適用外
　　　・統計調査により集められた個人情報は、集計後は統計処理されることにより、個人を識別できない
　　　　形での利用・提供されること
　　　・統計法では、統計以外の目的での調査票の使用が禁止されているなど、個人情報の取扱いに必要な
　　　　制度上の規律が厳格に整備されていること
オ　国勢調査2025キャンペーンサイトの案内　


